
２０２０．５．２８ 
畑 啓之 

 
「賭けマージャン問題」は規律を問うものか、それとも利益供与を問うものか 
 
国会でもすれ違いの討論に始終したこの問題。質問する⽅もされる⽅も、コロナ緊急事態宣
⾔下においてここ数カ⽉間、渦中のなかにある⾼官がマージャンとはけしからぬ。いやこの
くらい。と世間⼀般の常識と⽐較してその善悪を問うているように⾒える。 
 
この⾼官が新聞記者宅で常習的にマージャンをしていたということは問題になっただろう
か。めんつの⼈は新聞記者たちである。ただ、集まってマージャンをしたというところだけ
がやけにクローズアップされ、誰とマージャンしていたかについての深堀はされていない。 
 
かつて「ピーナッツ」を受け取って辞職に追い込まれた総理⼤⾂もいた。現ナマが直に動く
と⽴派な贈収賄であり、⽴件されれば有罪である。これに対して今回の事情はどうか。掛け
⾦（レート）は低いかもしれないが、
実際には現⾦が動き、もしもこの関
係性の上に情報の供与が⾏われて
いたとしたら、⽴派な贈収賄が成⽴
する。 
 
世に接待マージャン、接待ゴルフな
る⾔葉がある。何かを期待して利益
を供与する。今回の「賭けマージャ
ン問題」はこれらとどう違うのだろ
うか。難しいのは有罪を⽴件するの
が検察である点である。当事者には
⾃⾝の潔⽩を証明する義務は課さ
れてはいない。 
 
 
 
⿊川⽒訓告、⾃衛官は懲戒 賭けマージャン、処分不公平？  時事通信 5/28(⽊)  
 
 緊急事態宣⾔下の賭けマージャンで辞職した⿊川弘務前東京⾼検検事⻑の「訓告」の処分
をめぐり、前例に照らして適切だったか疑問視する声が出ている。 


